
 

 

 

「消費者ホットライン１８８」周知のための 

啓発動画を作成しました！ 

 
 

契約や買い物などで困ったときに相談できる「消費者ホットライン１８８」の

周知を図ることを目的として、若者に多いトラブル事例をとりあげた啓発動画を

作成しました。 

相談者と相談員の電話でのやりとりを通して、電話相談の流れをリアルにイメー

ジでき、相談先や相談員を身近に感じられる動画となっております。 

困ったときは、一人で悩まず気軽に「消費者ホットライン１８８」に相談してく

ださい。 

また、作成した動画の周知を図るため、若者を対象にＳＮＳを活用したインター

ネット広告を２月末まで実施します。 

 
 

 

 

■和歌山県公式 YouTube チャンネルに掲載 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/d00216060.html  
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